
表６－７ 振動規制法に定める道路交通振動の要請限度

時 間 の 区 分 
区 域 の 区 分  

昼 間       夜 間

第 １ 種 区 域 ６ ５ デ シ ベ ル  ６ ０ デ シ ベ ル  

第 ２ 種 区 域 ７ ０ デ シ ベ ル  ６ ５ デ シ ベ ル  

（注） （区域の区分）第１種区域：騒音規制法に基づく規制地域の区分の第１種区域および第２種区域 

第２種区域：騒音規制法に基づく規制地域の区分の第３種区域および第４種区域 

（時間の区分）昼間:午前６時から午後10時まで、夜間:午後10時から翌日の午前６時まで 
    （そ の 他）学校・病院等、特に静穏を必要とする施設の周辺の道路における限度は当該値から５デ

シベル減じた値とする。 

表６－８ 振動規制法に定める特定工場等から発生する振動の規制基準

時 間 の 区 分 
区 域 の 区 分  

昼間：午前６時から午後１０時まで 夜間: 午後１０時から翌朝６時まで 

第 １ 種 区 域 ルベシデ５５ルベシデ０６

第 ２ 種 区 域 ルベシデ０６ルベシデ５６

（注） 区域の区分および時間の区分は、道路交通振動の要請限度に同じ。
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